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                                2 0 2 1 年 1 1 月 3 0 日

中国 電 力株 式 会社 代 理人 末国 陽 夫様 松村 和 明様

                    上関 原 発を 建 てさ せ ない 祝 島島 民 の会

                                代表 清水 敏 保

      令 和 3 年 11 月 4 日 付 け 文 書 への 反 論 及 び 質 問書

貴職 が令 和 3 年 1 1 月 4 日 付け で送 付さ れ た文 書(以 下、「1 1 . 4 文書 」と いう) につ

いて 、下 記の とお り 、反 論す ると と もに 質 問い たし ます 。

記

１． ボ ー リン グ 調 査に 対 す る不 作 為 義務 に つい て

ボ ー リ ン グ 調 査 に 対 す る 不 作 為 義 務 に つ い て の 当 会 の 主 張 を 端 的 に 言 え ば 「 違 法 な 調 査

に 対 し て 祝 島 漁 民 が 不 作 為 義 務 を 負 う は ず が な い 」 で あ り 、 ボ ー リ ン グ 調 査 の 違 法 性 に つ

い て は 論 点 ２ で 論 じ ま す の で 、 こ れ 以 上 、 論 点 １ に つ い て 論 じ る 必 要 は な い と 考 え ま す 。

２ ．「 損 失 補償 を 欠 いた 違 法な 調 査 」に つ い て

1 1 . 4 文 書 に お け る 回 答 は 、 次 の 二 点 で す 。

① 2 0 0 0 年 補 償 契 約 に お い て 、 漁 業 者 が 調 査 実 施 に 同 意 し 、 調 査 に 起 因 す る 漁 業 損 失 を 受 忍

す る 旨 を 約 定 し た 。

⓶ 広 島 高 裁 2 0 0 7 年 ６ 月 1 5 日 判 決 で 2 0 0 0 年 補 償 契 約 の 有 効 性 が 確 定 し た 。

電 源 開 発 に 伴 う 漁 業 補 償 は 、「 電 源 開 発 等 に 伴 う 損 失 補 償 基 準 細 則 」（ 以 下 、「 細 則 」 と い

う ） に 基 づ い て 算 定 さ れ 、 漁 業 権 等 の 消 滅 補 償 額 1 、 制 限 補 償 額 は そ れ ぞ れ 次 の 式 で 算 定 さ

れ ま す 。

・ 消 滅 補 償 （ 細 則 第 ７ ）

  R ／ r

    R : 平 年 純 収 益 豊 凶 の 著 し い 年 を 除 い た 評 価 時 前 ３ か 年 な い し ５ か 年 間 の 平 均 魚 種 別 漁

獲 数 量 に 魚 価 を 乗 じ て 得 た 平 均 年 間 漁 業 粗 収 入 か ら 平 均 年 間 漁 業 経 営 費 を 控 除 し て 得

た 額 。

  ｒ : 年 利 率 8 %

  ・ 制 限 補 償 （ 細 則 第 1 3 ）

    ( R ／ r ) × α × ｛ ( 1 + r ) n ― 1 ｝ ÷ ( 1 + r ) n

   α : 被 害 率 漁 業 権 の 行 使 が 制 限 さ れ る こ と に よ り 生 ず る 純 収 益 の 平 均 減 少 率

  n : 制 限 期 間 年 数

調 査 で は 、 一 定 の 調 査 期 間 中 に 漁 業 権 の 行 使 が で き な く な り 、 調 査 後 に は 海 面 が 原 状 に

回 復 す る こ と か ら 、 制 限 補 償 が 必 要 で す 。

中 国 電 力 は 、 2 0 1 9 年 ～ 2 0 2 1 年 に 試 み た ボ ー リ ン グ 調 査 に つ い て 「 2 0 0 0 年 補 償 契

1 消滅補償とは 、 電源 開発等の施行に よ り当該権 利等に 係る漁場の全部又は一部 が失われ、漁業

権等の行使がで きな く な る 場合の 補償 、制限補償 とは、 電源開発等の施行 中及び施行 後原状に 回

復する まで の期間当該漁業 権等の行使がで きな く な る場合又は行使に 支障を生 ずる場合の補償 。
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約 で 補 償 し た 」 旨 主 張 し て い ま す が 、 上 記 算 定 式 に 基 づ け ば 、 制 限 補 償 額 の 算 定 に は 、 n

（ 制 限 期 間 年 数 ） を 特 定 す る こ と 、 及 び 、 評 価 時 前 ３ か 年 な い し ５ か 年 間 の 漁 獲 デ ー タ を

用 い て 算 定 し な け れ ば な ら な い こ と か ら 、 2 0 0 0 年 補 償 契 約 に 含 ま れ て い た は ず は あ り ま

せ ん 。 し た が っ て 、 2 0 1 9 年 ～ 2 0 2 1 年 ボ ー リ ン グ 調 査 は 、 損 失 補 償 を 欠 い た ま ま 実 施

さ れ よ う と し た 違 法 行 為 に あ た り ま す 。

2 0 1 9 年 ～ 2 0 2 1 年 ボ ー リ ン グ 調 査 が 2 0 0 0 年 補 償 契 約 に 含 ま れ て い な い こ と か ら

1 1 . 4 文 書 ① の 「 漁 業 者 の 受 忍 義 務 」 は 、 2 0 1 9 年 ～ 2 0 2 1 年 ボ ー リ ン グ 調 査 に つ い て

は 全 く 生 じ ま せ ん し 、 1 1 . 4 文 書 ⓶ の 「 広 島 高 裁 判 決 で 2 0 0 0 年 補 償 契 約 の 有 効 性 が 確 定

し た こ と 」 も 、 2 0 1 9 年 ～ 2 0 2 1 年 ボ ー リ ン グ 調 査 に は 何 の 関 係 も あ り ま せ ん 。

そ の う え 、 債 権 の 消 滅 時 効 は 1 0 年 で す か ら 、 2 0 0 0 年 補 償 契 約 に 基 づ く 中 国 電 力 の 債

権 は 、 す で に 消 滅 し て い ま す 。

ま た 、 平 成 2 6 年 6 月 1 1 日 付 け 和 解 に お け る 和 解 条 項 に 基 づ く 不 作 為 義 務 も 違 法 な ボ

ー リ ン グ 調 査 に 対 し て 祝 島 漁 民 が 負 う は ず は あ り ま せ ん 。

以 上 の 理 由 に 基 づ き 、 端 的 に 次 の 質 問 を い た し ま す 。

[ 質 問 項 目 ]

① 2 0 1 9 年 ～ 2 0 2 1 年 ボ ー リ ン グ 調 査 は 、 2 0 0 0 年 補 償 契 約 に 含 ま れ て い た の か 。

な お 、 回 答 は 「 含 ま れ て い た 」 か 「 含 ま れ て い な か っ た 」 か の 二 者 択 一 で お 答 え 下 さ い 。

「 含 ま れ て い た 」 の で あ れ ば 、 そ の 証 拠 を 示 し て 下 さ い 。「 含 ま れ て い な か っ た 」 の で あ れ

ば 、 2 0 1 9 年 ～ 2 0 2 1 年 ボ ー リ ン グ 調 査 が 損 失 補 償 を 欠 い た ま ま 実 施 さ れ よ う と し た 違

法 行 為 で あ っ た こ と を 潔 く 認 め て 下 さ い 。

３ ． 一 般 海 域 占 用 許 可 の 利 害 関 係 人 に つ い て

1 1 . 4 文 書 に お け る 回 答 は 、 次 の と お り で す 。

当 社 は 一 般 海 域 の 利 用 に 関 す る 条 例 や そ れ に 基 づ く 山 口 県 の 定 め る と こ ろ に 従 っ て 一 般 海

域 の 占 用 を 申 請 す る 立 場 で あ っ て 、 条 例 等 が な ぜ そ の よ う に 定 め ら れ て い る の か 、 な ぜ そ の

よ う に 解 釈 す る の か 等 を お 答 え す る 立 場 に あ り ま せ ん 。

要 す る に 、「 山 口 県 条 例 等 に 従 っ た ま で で 、 中 国 電 力 が 判 断 し た わ け で は な い 」 と い う も

の で す 。

し か し 、 ボ ー リ ン グ 調 査 の 事 業 者 は 中 国 電 力 で あ り 、 し た が っ て 、 事 業 を 適 法 に 実 施 す

る こ と に 責 任 を 負 う の は 、 一 義 的 に は 中 国 電 力 で す 。

事 業 を 適 法 に 実 施 す る う え で は 、「 事 業 者 と 公 の 関 係 」 と 「 事 業 者 と 民 の 関 係 」 を 両 方 と

も ク リ ア し な け れ ば な り ま せ ん が 、 行 政 庁 は 「 事 業 者 と 公 の 関 係 」 に お い て 関 わ る に す ぎ

ず 、「 事 業 者 と 民 の 関 係 」 を ク リ ア す る 責 任 は 事 業 者 に あ り ま す 。 行 政 庁 は 、 許 認 可 等 を 与

え る う え で 、「 事 業 者 と 民 の 関 係 」 が ク リ ア で き て い る か 、 あ る い は で き そ う か 、 を 審 査 す

る だ け で 、 そ の ク リ ア に 直 接 責 任 を 負 っ て い る わ け で は あ り ま せ ん 。

例 え ば 、 埋 立 事 業 の 場 合 、「 事 業 者 と 公 の 関 係 」 は 「 埋 立 免 許 」、「 事 業 者 と 民 の 関 係 」 は

「 損 失 補 償 」 で す が 、 公 有 水 面 埋 立 法 は 、「 水 面 権 者 の 埋 立 同 意 を 得 た 事 業 者 」 に 埋 立 免 許

を 与 え る こ と 2 、 ま た 、「 水 面 権 者 に 損 失 補 償 し た 事 業 者 」 に 工 事 着 工 を 認 め る こ と 3 を 規

2 公有水面埋立法４ 条３ 項に 規定されて い る。
3 公有水面埋立 法８ 条１ 項に 規定されて い る。
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定 し て い ま す 。 つ ま り 、 水 面 権 者 の 埋 立 同 意 を 得 た り 、 水 面 権 者 に 補 償 し た り す る 責 任 は

事 業 者 に あ る の で す 。

一 般 海 域 の 利 用 の 場 合 も 、 一 般 海 域 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 山 口 県 規 則 第 7 5 号 ）

第 2 条 で 、 一 般 海 域 占 用 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、「 利 害 関 係 人 が あ る 場 合 に あ っ て は 、

そ の 同 意 書 」 を 添 え て 知 事 に 許 可 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 、 と 規 定 さ れ て い ま す 。

つ ま り 、「 利 害 関 係 人 が 誰 か 」 は 、 知 事 の 判 断 を 待 つ こ と な く 、 申 請 書 提 出 の 際 に 、 申 請 者

た る 事 業 者 が 、 ま ず 判 断 し な け れ ば な ら な い の で す 。

し た が っ て 、「 利 害 関 係 人 が 誰 か 」 に つ い て 判 断 す る 責 任 は 事 業 者 に あ る の で あ り 、 事 業

者 が 「 県 条 例 等 に 従 っ た 」 と 言 っ て す む こ と で あ り ま せ ん 。 そ れ は 、「 事 業 者 と 民 の 関 係 」

に お い て 事 業 者 が 違 法 行 為 を 犯 さ な い た め に も 当 然 の こ と で す 。

以 上 の 理 由 に 基 づ き 、「 令 和 3 年 9 月 2 8 日 付 け 文 書 へ の 反 論 及 び 質 問 書 」（ 2 0 2 1 年

1 0 月 1 日 付 け ） に 記 載 し た 以 下 の 質 問 項 目 に 、 山 口 県 に 責 任 転 嫁 さ れ る こ と な く 、 事 業

者 の 責 任 と し て 自 ら 回 答 さ れ る よ う 要 求 い た し ま す 。

[ 質 問 項 目 ]

① 県 漁 協 が 受 け て い る 山 口 共 第 9 3 号 の 免 許 の 内 容 は 、 ボ ー リ ン グ 調 査 に よ っ て 変 更 を 受 け

る の か 否 か 。

② ① で 免 許 内 容 が 変 更 を 受 け な い と す れ ば 、 県 漁 協 は ボ ー リ ン グ 調 査 に よ っ て 如 何 な る 損 失

を 受 け る の か 。

③ ⓶ で 県 漁 協 が 損 失 を 受 け な い と す れ ば 、 な ぜ 県 漁 協 が 「 利 害 関 係 人 」 に あ た る の か 。

「 利 害 関 係 人 」 に あ た る の は 、 実 際 に 第 9 3 号 共 同 漁 業 を 営 ん で お り 、 し た が っ て 、 ボ ー リ ン

グ 調 査 に 伴 っ て 損 失 を 受 け る 関 係 地 区 組 合 員 （ 四 代 支 店 の 組 合 員 ） で は な い の か 。

④ ③ で 関 係 地 区 組 合 員 が 利 害 関 係 人 に あ た る と す れ ば 、 自 由 漁 業 に 関 し て ボ ー リ ン グ 調 査 で

損 失 を 受 け る 祝 島 漁 民 も ま た 利 害 関 係 人 に あ た る の で は な い か 。

⑤ 「 免 許 を 受 け る 者 が 利 害 関 係 人 に あ た る 」 と す る の は 、 免 許 を 受 け る 者 と 権 利 を 行 使 す る 者

が 一 致 し て い る 一 般 的 な 権 利 に つ い て 言 え る こ と で あ っ て 、 両 者 が 分 離 し て い る 共 同 漁 業 権

に つ い て は 当 て は ま ら な い の で は な い か 。

⑥ ⑤ を 検 討 す る に は 、 そ も そ も 共 同 漁 業 権 の 場 合 に は 、 一 般 的 権 利 と 異 な り 、 な ぜ 両 者 が 分

離 し て い る か に つ い て の 理 解 が 必 要 だ が 、 ど の よ う に 理 解 し て い る の か 。

⑦ 山 口 県 は 、 ボ ー リ ン グ 調 査 の 一 般 海 域 占 用 許 可 を 出 す に あ た り 、 「 利 害 関 係 人 」 を 県 漁 協

に 限 定 す る 理 由 を 「 共 同 漁 業 権 が 排 他 独 占 的 権 利 だ か ら 」 と 説 明 し て い る が 、 中 国 電 力 も 同

じ 考 え に 基 づ い て 一 般 海 域 占 用 許 可 を 申 請 し た の か 。

⑧ 水 産 庁 は 、 共 同 漁 業 権 の 排 他 性 は 「 同 種 の 共 同 漁 業 権 」 に の み 及 ぶ と の 見 解 で あ る が 、 中

国 電 力 は 、 共 同 漁 業 権 の 排 他 性 は 「 同 種 の 共 同 漁 業 権 以 外 の 権 利 」 全 般 に 及 ぶ と 考 え て い

る の か 。 と す れ ば 、 共 同 漁 業 権 の 漁 場 区 域 内 に 定 置 漁 業 権 や 区 画 漁 業 権 が 併 存 し 得 る こ と 、

及 び 実 際 に 併 存 し て い る 事 実 を 如 何 に 説 明 す る か 。

４ ． 威力 業 務 妨 害 罪 につ い て

威 力 業 務 妨 害 罪 に つ い て は 、 お 互 い の 見 解 に つ い て 理 解 が 得 ら れ た と 思 わ れ ま す の で 、

こ れ 以 上 議 論 す る 必 要 は な い と 考 え ま す 。

                                    以 上

      


